
令和７年度「栄養管理状況報告書」集計結果

1. 目的

各給食施設において，適切な栄養管理を実施し，給食を通じて利
用者の健康増進を推進するための参考資料となるよう，令和７年度
（１１月）に作成を求めた栄養管理状況報告書の結果を報告する。

2. 対象

柏市内特定給食施設及び小規模給食施設

(1) 給食施設数

特定給食施設
（1回100食以上又は1日250食以上提供する施設）

174

小規模給食施設
（1回50食以上又は1日100食以上提供する施設）

32

合　　　計 206施設



(2) 対象給食施設の内訳

施設数
総施設数に
占める割合

62 30.1%

53

1
1
1
5
1
16 7.8%
9 4.4%
20 9.7%
74 35.9%
17 8.3%
1 0.5%
7 3.4%

206

有料老人ホーム（その他の施設）

合計

病院
介護老人保健施設
老人福祉施設
児童福祉施設
事業所・自衛隊
社会福祉施設

集計上の施設の分類

学校

学校内訳

小・中学校・給食センター

特別支援学校
大学
高校
幼稚園
各種学校



3. 集計結果

(１) 管理栄養士・栄養士の配置

常勤の管理栄養士もしくは栄養士を配置している施設の割合
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• 健康増進法では，特定給食施設は栄養士または管理栄養士を置くよう努めなければならないと
規定されています。

• 未設置の施設においては，適切な栄養管理ができるよう体制の整備に努めましょう。

・個別の栄養管理が必要な施設（
病院や介護老人保健施設など）で
は，ほぼ全てで管理栄養士または
栄養士が常勤配置されている。
・配置がない施設（全体22.3%）
の多くは児童福祉施設，事業所，
有料老人ホームの施設に集中して
いる。これらの施設では，常配置
はなくても，非常勤の栄養士や委
託会社の栄養士が献立作成などに
関わっている場合が多い。
・公立保育園では施設自体に栄養
士は配置されていないが，主管課
に栄養士を配置し栄養管理の役割
を補っている。
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(２)理念・目標

理念・目標について設定をしている施設の割合

9８％の施設で給食に関する理
念・目標が設定されていた。
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(３)対象者の把握

対象者の健康，栄養状態等を把握している施設の割合
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対象者に合わせた栄養管理を行うためには，対象者の身体・健康状態，栄養状態
や生活習慣等を定期的に把握することが大切です。

9３.７%の施設で対象者の
把握がされていた。
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(４)給与栄養目標量の設定

給与栄養目標量を設定している施設の割合
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対象者の状況，特性に合った食事を提供するためには，給与栄養目標量の設定
が重要です。

ほとんどの施設で給与栄養目標量が
設定されていたが，一部の栄養素（
炭水化物，ビタミン類）について目
標量の設定がない施設もあった。



(５)栄養成分表示

栄養成分を表示している施設の割合

【有】…４成分表示（エネルギー・たんぱく質・脂質・食塩相当量）有 【一部有】…４成分中一部のみ表示有

栄養管理の基準（健康増進法施行規則第九条）には，利用者に対して，献立表の掲示や熱量，
たんぱく質，脂質，食塩等の主な栄養成分の表示等により，栄養に関する情報の提供を行うよ
う示されています。

ほとんどの施設で４成分表示がされてい
たが，一部表示がない施設もみられた。



(６)摂取量の調査

食事摂取量を把握している施設の割合
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対象者の食事摂取量の把握は，健康状態・栄養状態の維持，もしくは良好に変化している
かを見るため，また献立の見直しや評価をするために必要です。

全体では，9割以上の施設で集団・個別
いずれかの方法で残渣の把握ができていた。



(７)給食の評価

① 給食に関する会議を実施している施設の割合

給食に関する会議を定期的に開催し，施設管理者や健康管理担当，関係職員が連携すること
によって，適切な栄養管理・給食運営を行なうことができます。

・88.3%の施設で給食に関する会議が
実施されていた。
・児童福祉施設を中心に月１回定期的
に実施している施設が多かった。



② 嗜好調査を実施している施設の割合

給食の評価方法のひとつとして，嗜好調査があります。提供した食事内容について確認し，
その結果から課題を抽出し，改善策を見出すことでよりよい給食提供につなげることができます。

・全体では６７％の施設で嗜好調査が実施されていた。
・学校や有料老人ホームでは，実施していない割合が他
の種別と比較するとやや高めであった。
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(８)肥満およびやせに該当する者の割合の把握（対象施設のみ）

対象施設とは，健康増進を目的とした施設であり，学校，児童福祉施設，事業所，

    寄宿舎が該当する

・肥満並びにやせに該当する者の割合の把握について，学校，児童福祉施設で７割以上の施設
において実施がされている。一方、事業所においては、把握している施設の割合は約半数にと
どまっていた。
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① 肥満に該当する者の割合別（把握している施設のみ）

② やせに該当する者の割合別（把握している施設のみ）

提供エネルギー量の評価には，個々人の体重，体格の変化並びに肥満及びやせに該当する者
の割合の変化を参考にすることが大切です。
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(９)災害時の体制

病院，介護老人保健施設，老人福祉施設，社会福祉施設，有料老人ホーム3食提供施設の他，

通所施設である児童福祉施設の災害時の体制について集計した。

① 非常食料整備状況（日数）

・前年度同様，全ての施設において，何らかの形態で備蓄が確保されていることが確認された。
・３食提供施設においては，すべての種別で７割以上の施設が３日分以上の備蓄をされており，意識が高いことがうかがえた。
・非常食料の内容について，児童福祉施設では，ご飯等の主食の他，レトルト食や米粉ビスケット等，アレルギー対応がされているも
のを備蓄している施設が多くあった。また離乳食やミルクを備えられている施設もみられた。
・病院や高齢者施設においては，対象者の形態や病態に配慮した粥や流動食，栄養補助食品を備えている施設もあった。
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② 水の保管状況（日数）

・非常食と同様，全ての施設において，何らかの形態で備蓄が確保されていることが確認された。
・井戸水で対応すると回答している施設については，提供方法等の確認が必要である。
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④ 備蓄食品を利用した非常用献立の整備状況

③ 災害時給食を提供するために必要な食器・食具の整備状況

・非常時の献立作成については，３食提供施設では８割以上の施設でされていた
・保存期間の長い非常用食料だけでなく，平時に使用している食品の使用（ローリングストック），非常時の献立に組み
入れている施設もあった。
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⑤ 災害時の給食提供に関するマニュアルの整備状況

災害等発生時，適切な栄養管理を行うためには，平時から食料の備蓄や対応方法の整理など，
必要な準備を行うことが大切です。

※災害時の体制整備の確認に 「災害対策セルフチェック表」をご活用ください。

詳しくは， 柏市 給食施設 災害対策 検索！

・８割以上の施設で災害時のマニュアルがあり，多くの施設で体制整備に意識があることがわかる。
・課題としては，給食部門でのみ共有されている場合や，施設全体のマニュアルはあるが給食についての項目がない施設
もあるため，施設全体で共有し，災害時の体制づくりの強化が必要である。
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